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水 道 料 金 減 免 決 定 （ 却 下 ） 通 知 書  
 
    年   月   日 付 け で 申 請 の あ っ た 水 道 料 金 の 減 免 に

つ い て は 、生 活 保 護 世 帯 に 対 す る 料 金 の 減 免 に 関 す る 規 程 第 ５ 条

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 決 定 し ま す 。  
 
１  減 免 決 定  
（ １ ） 減 免 金 額  
  減 免 金 額 は 、 １ か 月 当 た り       円 以 下 と し ま す 。  
（ ２ ） 減 免 開 始  
  減 免 の 開 始 は 、    年    月 検 針 以 降 分 か ら と し ま す 。 
 

２  減 免 却 下  

理 由  

 

                                  


